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会計・開示ダイジェストは、日本基準及びIFRS®会計基準等の会計及び開示の主
な動向についての概要を記載したものです。 

 

1. 企業会計基準委員会（ASBJ）及び日本公認会計士協会
（JICPA） 

【公開草案】 

会計制度委員会研究報告「環境価値取引の会計処理に関する研究報告－気候変動の課題
解決に向けた新たな取引への対応－」（公開草案） 

近時の世界的な脱炭素、低炭素化によるサステナブルな社会の実現に向けた動きを踏ま
えて、種々の環境関連取引が行われるようになってきています。しかしながら、現行の会
計基準等において、新たな環境関連取引に関し、会計処理が明らかにされていないもの
があります。 

本公開草案では、環境価値を直接取引対象とする環境関連取引に限定し、その会計処理
の考え方を整理しています。なお、本公開草案は、JICPAにおける調査・研究の結果を踏
まえた考察であり、現時点における1つの考え方を示したものです。このため、実務上の
指針として位置づけられるものではなく、また、実務を拘束するものでもありません。 

 

 

2. 金融庁 

【改正】 

(1) 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定
める企業会計の基準を指定する件」の一部改正 

本改正では、IASBが2023年5月23日に公表した修正後のIAS第12号「法人所得税」を、連
結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とすることとしています。 

あずさ監査法人解説資料：ポイント解説速報（2023年6月5日） 
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(2) 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定
める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件」 

本改正では、IASBが2023年5月25日に公表したIAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」
の改訂及びIFRS第7号「金融商品：開示」の改訂を、連結財務諸表規則第93条に規定する
指定国際会計基準とすることとしています。 

あずさ監査法人解説資料：ポイント解説速報（2023年7月5日） 

 

【改正案】 

重要な契約の開示に関する「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案 

本改正案は、2022年6月に公表された「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グルー
プ報告」における提言を受け、「重要な契約」に関して開示すべき契約の類型や求められる
開示内容を明らかにするために、有価証券報告書等及び臨時報告書の記載事項について、

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正を提案するものです。本改正案では、有価
証券報告書等において、「重要な契約」に関して、1) 企業・株主間のガバナンスに関する合
意、2) 企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意、及び3) ローン契約と
社債に付される財務上の特約についての開示を求めることが提案されています。 

あずさ監査法人解説資料：ポイント解説速報（2023年7月6日） 

 

 

3. 法務省 

今月、特にお知らせする事項はありません。 

 

 

4. 国際会計基準審議会（IASB）、IFRS解釈指針委員会（委
員会）及び国際サステナビリティ基準審議会（ISSB） 

【最終基準】 

最初のIFRSⓇサステナビリティ開示基準である「サステナビリティ関連財務情報の開示
に関する全般的な要求事項（IFRS S1）」及び「気候関連開示（IFRS S2）」 

ISSBは、2023年6月26日、サステナビリティ開示に関する最初の最終基準書となるIFRS S1

及びIFRS S2を公表しました。IFRSサステナビリティ開示基準は、各国及び地域の規制当局
の報告制度の礎となる、投資家に焦点を当てたサステナビリティ報告のためのグローバル
なベースラインを作成することを目的としたものであり、気候関連財務情報開示タスクフ
ォース（TCFD）や米国サステナビリティ会計基準審議会（SASB）を含む、既存の枠組み
及び基準の考え方を基礎としています。 

IFRS S1はサステナビリティに関連する重要なリスクと機会に関する情報について、TCFD

提言に基づく4つの分野（「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」）にわたる開
示のためのフレームワークを提供しています。また、IFRS S2は気候関連のリスクと機会に
関する情報について、開示事項及び開示のための詳細なガイダンスを提供しています。 

IFRSサステナビリティ開示基準の適用時期は、各国の規制当局によって判断されます。 

あずさ監査法人解説資料：KPMG Japan Insgiht Plus 

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230629.html
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【情報要請】 

「IFRS第15号『顧客との契約から生じる収益』の適用後レビュー」 

IASBは、2018年から適用を開始したIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の適用
後レビューに関して、利害関係者のフィードバックの募集を開始しました。適用後レビ
ューは、基準の要求事項が財務諸表利用者、作成者、監査人及び規制当局に与える影響を
評価する目的で行われます。 

あずさ監査法人解説資料：ポイント解説速報（2023年7月18日） 

 

 

5. 米国財務会計基準審議会（FASB） 

【公開草案（会計基準更新書案（ASU案））】 

ASU案「金融商品－信用損失（トピック326）：購入した金融資産」 

現行の会計基準では、購入した金融資産が組成後に僅少とは言えない信用の質の悪化を
経験したと判定された場合、「信用が悪化している購入した金融資産」（Purchased 

financial assets with credit deterioration）（PCD資産）の規定が適用され、償却原価ベ
ースは購入価格に購入時の信用損失引当金を加えた金額で測定され、償却原価と信用損
失引当金が両建てで計上されます（グロスアップ・アプローチ）。一方、購入した金融資
産が信用の質の悪化を経験していない場合、上記PCD資産の当初測定規定は適用されず、
償却原価ベースは購入価格と同額とされます。そのため、PCD資産以外の購入した金融資
産は、その購入価格に購入時の信用損失が反映されているにもかかわらず、自ら組成し
た金融資産と同様に信用損失引当金の計上が別途必要となり、購入時にDay-1信用損失を
損益に認識しなければなりません。 

本ASU案では、一部の限定された例外（購入した売却可能負債性証券等）を除いて、すべ
ての購入した金融資産に対してグロスアップ・アプローチを適用し、2つの会計モデルの
併存に伴う複雑性を低減することを提案しています。なお、本ASU案には、購入した金
融資産に係る表示及び開示に関する新たな提案は含まれていません。 

KPMG関連資料：Defining Issues（英語） 

 

 

https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2023/07/ifrs-news-flash-2023-07-14.html
https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2023/07/ifrs-news-flash-2023-07-14.html
https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2023/07/ifrs-news-flash-2023-07-14.html
https://fasb.org/Page/ShowPdf?path=Prop+ASU%E2%80%94Financial+Instruments%E2%80%94Credit+Losses+%28Topic+326%29%E2%80%94Purchased+Financial+Assets.pdf&title=Proposed+Accounting+Standards+Update%E2%80%94Financial+Instruments%E2%80%94Credit+Losses+%28Topic+326%29%3A+Purchased+Financial+Assets&acceptedDisclaimer=true&Submit=
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221107/20221107.html
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221107/20221107.html
https://frv.kpmg.us/reference-library/2023/fasb-issues-proposal-for-purchased-financial-assets.html
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各 基 準 に つ い て の より 詳 細な 情
報、過去情報は、あずさ監査法人の
ウェブサイトをご確認ください。 

■ あずさ監査法人トップページ（Link） 

■ 日本基準（Link） 

■ 修正国際基準（Link） 

■ IFRS会計基準（Link） 

■ 米国基準（Link） 
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■ 関連資料紹介 

 IFRS会計基準要約期中財務諸表ガイド - 開示チェックリスト（2023年4月版） 

 IFRS会計基準と日本基準の主要な相違点（2023年版） 

 

■ ソーシャルメディアのご紹介 

リサーチ／報告書、解説記事、動画による解説など、 
KPMGの知見を集めた独自コンテンツを発信しています。     
kpmg.com/jp/socialmedia 

 

■ 会計・監査コンテンツアーカイブのご紹介 

会計・監査コンテンツをトピック別、業種別で絞込み、一覧表示す
ることができます。 

kpmg.com/jp/search-tool 
 

 ■ KPMG Japan Insight Plusのご紹介 

https://kpmg.com/jp/ja/home/campaigns/2
022/04/insight-plus.html 

この度、KPMGジャパンは、KPMGジャパンのセ
ミナーや、動画コンテンツを会員限定で提供す
るウェブサイト「KPMG Japan Insight Plus」を
開設いたしました。 

 

KPMGジャパンのナレッジを、ビジネストピッ
ク別にご紹介しているほか、会員登録の際にご
興味のあるトピックを選択いただくと、その内
容が定期的にメールにて配信されるサービスも
ご提供しています。 

 

https://home.kpmg/jp/ja/home/services/audit.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/j-gaap.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/jmis.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/ifrs.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/us-gaap.html
https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2023/07/if-financial-statements2023-interim-disclosure-checklist.html
https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2019/04/ifrs-compared-to-japan-gaap.html
http://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/social.html
http://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
https://area11.smp.ne.jp/area/table/697/cjZRC6/M?S=oipb2qftj
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